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条 例 案 等 の 概 要 

  （令和８年３月定例市議会） 

議   案 要     旨 

１． 

【議案第１６号】 

 行田市行政手続条例の一部を

改正する条例 

 

所管部署 総務部 

総務課 

 

１ 趣 旨 

行政手続法の一部改正及び行政手続法第１５条第４項等に規定す

る総務省令で定める方法を定める省令の制定に伴い、聴聞等の手続

における公示送達の公表及び方法について明確にするため、条例の

一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 用語の整備を行うもの。（第７条、第３３条、第３４条の２） 

⑵ 公示送達の公表、方法等について規定するもの。（第１５条） 

⑶ 引用条項を改めるもの。（第１６条、第２２条、第２９条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年５月２１日 

 

２． 

【議案第１７号】 

 行田市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

 所管部署 総務部 

      人事課 

 

１ 趣 旨 

 人事院勧告等に基づき、市職員の給与の改定及び通勤手当の見直

しを行うほか、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようと

するものです。 

 

２ 内 容 

○第１条（行田市職員の給与に関する条例の一部改正） 

⑴ 職員に対して令和７年１２月に支給した期末手当の額に関し、期末 

手当基礎額に乗じる割合を「１００分の１２５」から「１００分の１

２７．５」に引き上げ、遡って適用するもの。（第１６条の２第２

項） 

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員に対して令和７年１２月に支給し

た期末手当の額に関し、期末手当基礎額に乗じる割合を「１００

分の７０」から「１００分の７２．５」に引き上げ、遡って適用

するもの。（第１６条の２第３項） 

⑶ 職員に対して令和７年１２月に支給した勤勉手当の額に関し、

勤勉手当基礎額等に乗じる割合を「１００分の１０５」から「１

００の１０７．５」に引き上げ、遡って適用するもの。（第１６条

の５第２項第１号） 

⑷ 定年前再任用短時間勤務職員に対して令和７年１２月に支給し

た勤勉手当の額に関し、勤勉手当基礎額等に乗じる割合を「１０

０分の５０」から「１００分の５２．５」に引き上げ、遡って適

用するもの。（第１６条の５第２項第２号） 

⑸ 職員に対して支給する給料に関し、行政職給料表に規定する給

料をそれぞれ改め、遡って適用するもの。（別表第１） 

○第２条（行田市職員の給与に関する条例の一部改正） 
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⑴ 自動車等を使用する職員の通勤手当の額を１月当たり６６，４００

円以内で、使用距離の区分に応じて引き上げるもの。（第１０条第２

項） 

⑵ 自動車等を使用する職員の駐車場等に係る通勤手当を新たに支給す

るもの。（第１０条第５項） 

⑶ 職員に対して令和８年４月以後に支給する期末手当の支給割合を平

準化することに関し、期末手当基礎額に乗じる割合を「１００分の１

２７．５」から「１００分の１２６．２５」に改めるもの。（第１６

条の２第２項） 

⑷ 定年前再任用短時間勤務職員に対して令和８年４月以後に支給する

期末手当の支給割合を平準化することに関し、期末手当基礎額に乗じ

る割合を「１００分の７２．５」から「１００分の７１．２５」に改

めるもの。（第１６条の２第３項） 

⑸ 職員に対して令和８年４月以後に支給する勤勉手当の支給割合を平

準化することに関し、勤勉手当基礎額等に乗じる割合を「１００分の

１０７．５」から「１００分の１０６．２５」に改めるもの。（第１

６条の５第２項第１号） 

⑹ 定年前再任用短時間勤務職員に対して令和８年４月以後に支給する

勤勉手当の支給割合を平準化することに関し、勤勉手当基礎額等に乗

じる割合を「１００分の５２．５」から「１００分の５１．２５」に

改めるもの。（第１６条の５第２項第２号） 

⑺ その他、所要の整備を行うもの。 

 

３ 施行期日 

⑴ 第１条 公布の日 

⑵ 第２条 令和８年４月１日 

 

３． 

【議案第１８号】 

 行田市特別職の職員で常勤の

ものの給与に関する条例の一部

を改正する条例 

 

  所管部署 総務部 

       人事課 

 

 

１ 趣 旨 

  人事院勧告等に基づき、特別職の職員の給与の改定を行うため、

条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

○第１条（行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改 

正） 

⑴ 特別職の職員に対して令和７年１２月に支給した期末手当の額に関

し、給料の月額等に乗じる割合を「１００分の２２５」から「１００

分の２３０」に引き上げ、遡って適用するもの。（第５条第２項） 

○第２条（行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改 

正） 

⑴ 特別職の職員に対して令和８年４月以後に支給する期末手当の支給

割合を平準化することに関し、６月に支給する場合における給料の月

額等に乗じる割合を「１００分の２１０」から「１００分の２１２．

５」に、１２月に支給する場合における給料の月額等に乗じる割合を

「１００分の２３０」から「１００分の２２７．５」に、それぞれ改

めるもの。（第５条第２項） 

 

３ 施行期日 

⑴ 第１条 公布の日 
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⑵ 第２条 令和８年４月１日 

 

４． 

【議案第１９号】 

 行田市会計年度任用職員の報

酬等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

  所管部署 総務部 

       人事課 

 

 

１ 趣 旨 

  会計年度任用職員の報酬の改定を行うため、条例の一部を改正しよう

とするものです。 

 

２ 内 容 

○第１条（行田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

⑴ 会計年度任用職員に対して令和７年１２月に支給した期末手当の額

に関し、期末手当基礎額に乗じる割合を「１００分の１２５」から

「１００分の１２７．５」に引き上げ、遡って適用するもの。（第２

条第１０項） 

⑵ 会計年度任用職員に対して令和７年１２月に支給した勤勉手当の額

に関し、勤勉手当基礎額に乗じる割合を「１００分の１０５」から

「１００分の１０７．５」に引き上げ、遡って適用するもの。（第２

条第１２項） 

○第２条（行田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

⑴ 会計年度任用職員に対して令和８年４月以後に支給する期末手当の

支給割合を平準化することに関し、期末手当基礎額に乗じる割合を

「１００分の１２７．５」から「１００分の１２６．２５」に改める

もの。（第２条第１０項） 

⑵ 会計年度任用職員に対して令和８年４月以後に支給する勤勉手当の

支給割合を平準化することに関し、勤勉手当基礎額等に乗じる割合を

「１００分の１０７．５」から「１００分の１０６．２５」に改める

もの。（第２条第１２項） 

 

３ 施行期日 

⑴ 第１条 公布の日 

⑵ 第２条 令和８年４月１日 

 

５． 

【議案第２０号】 

 行田市税条例の一部を改正す

る条例 

 

  所管部署 総務部 

       税務課 

 

 

１ 趣 旨 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律による改正に伴

い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 

２ 内 容 

⑴ 公示送達について、インターネットを用いる方法の定義を示した省

令改正に伴い、改正を行うもの。（第１１条） 

⑵ 寄附金税額控除について公益信託の見直しに伴う所得税法の規定の

見直しの法律改正に合わせて規定の整備を行うもの。（第２７条の

６） 
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⑶ 公益法人等に係る市民税の課税の特例について法律改正に伴い、規

定を削るもの。（附則第１条の４） 

⑷ その他、用語の整理を行うもの。 

 

３ 施行期日 

 ⑴ 第１１条及び第１１条の３の改正規定 地方税法等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行

の日 

 ⑵ 第２７条の６第１項第３号及び附則第１条の４の改正規定 令和９

年１月１日 

 

６． 

【議案第２１号】 

行田市印鑑条例の一部を改正

する条例 

 

  所管部署 市民生活部 

       市民課 

 

 

１ 趣 旨 

  印鑑登録原票から性別表記を削除するとともに所要の整備を行うた

め、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 男女の別の規定を削るもの。（第５条第２項第６号） 

⑵ その他、用語の整理を行うもの。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

７． 

【議案第２２号】 

行田市学童保育室保育料に関

する条例の一部を改正する条例 

 

  所管部署 健康福祉部 

       子ども未来課 

 

 

１ 趣 旨 

  長期休業期間のみ学童保育室を利用する者の学童保育料について

見直すため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 長期休業期間の利用について、開室日数に合わせて算定する規定を

追加するもの。（第３条第２項） 

 

３ 施行期日 

  令和８年７月１日 

 

８． 

【議案第２３号】 

行田市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例 

 

  所管部署 健康福祉部 

       健康課 

 

 

 

１ 趣 旨 

国民健康保険税率等の見直しを行うため、条例の一部を改正しようと

するものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の限度額を改め、子ども・子

育て支援納付金課税額について新たに規定するもの。（第２条） 

⑵ 基礎課税額の所得割額に関する税率を改めるとともに、所要の整備

を行うもの。（第３条第１項） 

⑶ 基礎課税額の被保険者均等割額を改めるもの。（第４条） 

⑷ 後期高齢者支援金等の所得割額に関する税率を改めるもの。（第５

条） 
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⑸ 後期高齢者支援金等課税の被保険者均等割額を改めるもの。（第６

条） 

⑹ 子ども・子育て支援納付金の所得割額に関する税率を新たに規定す

るもの。（第８条の２） 

⑺ 子ども・子育て支援納付金の被保険者均等割額を新たに規定するも

の。（第８条の３） 

⑻ 子ども・子育て支援納付金の１８歳以上被保険者均等割額を新たに

規定するもの。（第８条の４） 

⑼ 子ども・子育て支援納付金について減額に関する規定を新たに定め

るもの。（第２０条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

９． 

【議案第２４号】 

行田市開発許可等の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

  所管部署 都市整備部 

       建築開発課 

 

 

 

１ 趣 旨 

開発許可等の基準の見直しを行うため、条例の一部を改正しようとす

るものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 公園等を設置しなければならない開発区域の面積の最低限度を１ha

に変更するとともに、市街化調整区域における予定建築物の最低敷地

面積を３００㎡から２００㎡に変更するもの。（第２条） 

⑵ 行田市都市計画審議会の意見を徴する旨の規定を削るもの。（第３

条、第４条、第５条、第６条） 

⑶ その他、用語の整備を行うもの。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

１０． 

【議案第２５号】 

行田市消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例 

 

  所管部署 消防本部 

       消防総務課 

 

 

 

１ 趣 旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴

い、非常勤消防団員等に係る損害補償の補償基礎額のほか、所要の整備を

行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 政令に合わせ、損害補償に係る補償基礎額について改めるもの。（第

５条、別表） 

 ⑵ 扶養に係る補償基礎額の加算額について改めるもの。（第５条第３項

第１号～第６号） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

１１． 

【議案第２６号】 

行田市火災予防条例の一部を

 

１ 趣 旨 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い
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改正する条例 

 

  所管部署 消防本部 

       予防課 

 

 

に関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、簡

易サウナに関する規定のほか、所要の整備を行うため、条例の一部を改正

しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 対象火気設備等の種類に簡易サウナ設備を追加し、簡易サウナ設備

の位置、構造に関する基準を新たに定めるもの。（第７条の２） 

⑵ サウナ設備を一般サウナ設備に改めるもの。（第７条の３） 

⑶ 住宅における火災の予防の推進に感震ブレーカーを追加するもの。

（第２９条の７） 

⑷ 届出の規定に簡易サウナを追加し、サウナ設備を一般サウナ設備に

改めるもの。（第４４条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年３月３１日 

 

１２． 

【議案第２７号】 

行田市体育施設設置及び管理

条例及び行田市都市公園条例の

一部を改正する条例 

 

  所管部署 生涯学習部 

       スポーツ振興課 

 

 

 

１ 趣 旨 

行田市総合公園内にターゲット・バードゴルフ場を整備するため、条例

の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

○第１条（行田市体育施設設置及び管理条例の一部改正） 

⑴ 教育委員会が管理する施設にターゲット・バードゴルフ場を加える

もの。（第３条） 

⑵ 体育施設にターゲット・バードゴルフ場を加えるもの。（第４条） 

⑶ ターゲット・バードゴルフ場の利用時間を規定するもの。（第５条） 

⑷ ターゲット・バードゴルフ場の使用料に関し規定するもの。（別表第

１） 

○第２条（行田市都市公園条例の一部を改正する条例） 

 ⑴ 有料公園施設にターゲット・バードゴルフ場を加えるもの。（第１４

条） 

 ⑵ 教育委員会に委任する施設にターゲット・バードゴルフ場を加える

もの。（第１６条） 

 ⑶ その他、条項ずれに伴い、所要の整備を行うもの。 

 

３ 施行期日 

  令和８年１０月１日 

 

１３． 

【議案第２８号】 

行田市道路線の認定について 

 

  所管部署 建設部 

       管理課 

 

 

 

１ 趣 旨 

都市計画法に基づく開発行為による帰属又は一部区間の廃止に伴う認 

定替えのため、それぞれ行田市道路線を認定しようとするものです。 

 

２ 内 容 

⑴ 次の道路線に関し、都市計画法に基づく開発行為により帰属された

ため、市道路線の認定をするもの。 

ア 市道第４．３－３５８号線（行田市大字若小玉字枳１８９２番８地
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先～３地先） 

イ 市道第６．３－６５５号線（行田市持田二丁目１９０６番１地先～

１０地先） 

ウ 市道第９．３－５０２号線（行田市佐間三丁目３１５８番４地先～

１１地先） 

エ 市道第９．３－５０３号線（行田市佐間三丁目２００９番９地先～

１０地先） 

 ⑵ 次の道路線に関し、公衆用道路が市に寄附され、既存の道路用地と併

せて幅員が４ｍ以上となったため、市道路線の認定をするもの。 

  ア 市道第６．３－６５６号線（行田市壱里山町８番２８地先～２２地

先） 

 ⑶ 次の道路線に関し、利用状況に合わせて、市道路線の認定をするも

の。 

  ア 市道第７．４－５６号線（行田市長野一丁目３５７９番１地先～３

５７８番１０地先） 

⑷ 次の道路線に関し、一部区間の廃止に伴う認定替えのため、市道路線 

の認定をするもの。 

  ア 市道第８．３－１９０号線（行田市大字真名板字中宮１２４９番

１地先～１２３９番２地先） 

   イ 市道第８．４－１００号線（行田市大字真名板字中宮１２６９番

１地先～１２６７番１地先） 

   ウ 市道第８．４－１０１号線（行田市大字真名板字中宮１２６４番

１地先～１２５６番２地先） 

   エ 市道第９．３－７６号線（行田市大字下忍字東谷２４５４番４地

先～２５１７番５地先） 

   オ 市道第９．３－７７号線（行田市大字樋上字前５８４番１０地先

～字武良内１８３番１地先） 

   カ 市道第９．４－４４号線（行田市大字渡柳字原１１２６番１地先

～１１０６番地先） 

 

１４． 

【議案第２９号】 

行田市道路線の廃止について 

 

  所管部署 建設部 

       管理課 

 

 

 

１ 趣 旨 

周辺地域の土地利用の変化により路線を廃止しても公益上支障がな

い、下忍橋落橋に伴うもの又は忍川下忍調節池整備の進捗に伴い、それぞ

れ行田市道路線を廃止しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 次の道路線に関し、路線を廃止しても公益上支障がないため、市道路

線の廃止をするもの。 

  ア 市道第８．３－１９０号線（行田市大字真名板字中宮１２６９番１

地先～１２３９番２地先） 

  イ 市道第８．３－１９１号線（行田市大字真名板字中宮１２６２番地

先～１２５６番２地先） 

  ウ 市道第９．４－４４号線（行田市大字渡柳字原１１２６番１地先～

１１０６番地先） 

 ⑵ 次の道路線に関し、下忍橋落橋に伴い、市道路線の廃止をするもの。 

  ア 市道第９．３－７６号線（行田市大字下忍字東谷２４４５番地先～

２４８８番１地先） 
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  イ 市道第９．３－７７号線（行田市大字下忍字東谷２４８８番１地先

～大字樋上字武良内１８３番１地先） 

 ⑶ 次の道路線に関し、忍川下忍調節池整備の進捗に伴い、市道路線の廃

止をするもの。 

  ア 市道第９．３－１３１号線（行田市大字堤根字青柳通１２１番１地

先～１４２番１地先） 

 

 


